
○ 相続時精算課税の適用を受ける山林についての相続税の課税価格の軽減措置 

 ⑴ 特例の概要 

   特定受贈森林経営計画対象山林を相続時精算課税に係る贈与により取得した場合において、その贈与

に係る特定贈与者が死亡したときは、その特定贈与者の死亡に係る相続税において、「特定計画山林につ

いての相続税の課税価格の計算の特例」（一定の特定受贈森林経営計画対象山林について相続税の課税価

格を５％減額する特例です。）を受けることができます。この特例の適用を受けるためには、その特定受

贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した際に、贈与税の申告書の提出期間内に、贈与税の申告書

に下記⑶の表に掲げる「添付書類」を添付して、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出する必要があり

ます。 

   なお、この制度の適用を受けることができる人は、その贈与を受けた時からその贈与に係る特定贈与

者の死亡に係る相続税の申告期限まで引き続きその特定受贈森林経営計画対象山林について市町村長等

の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行っている人に限られます。 

   この制度の概要は上記のとおりですが、詳しくは税務署にお尋ねください。 

 

 ⑵ 特定受贈森林経営計画対象山林の要件 

   贈与の直前に特定贈与者が有していた立木又は土地等のうち、贈与の前に森林法第 11条第５項（同法

第 12 条第３項において読み替えて準用する場合並びに木材の安定供給の確保に関する特別措置法第８

条の規定により読み替えて適用される場合及び同法第９条第２項又は第３項において読み替えて適用さ

れる森林法第 12 条第３項において読み替えて準用する場合を含みます。）の規定による市町村長等の認

定を受けた同法第 11条第１項に規定する森林経営計画（注）が定められている区域内に存するもの（森林

の保健機能の増進に関する特別措置法第２条第２項第２号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内

に存するものを除き、森林法施行規則第 36 条第１号に規定する計画的伐採対象森林に限ります。）であ

ること。 

  （注） 森林経営計画には、森林法第 11条第５項第２号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するための同条第１項に規定す

る森林経営計画のうち森林法施行規則第 39 条第２項第２号に規定する特定広葉樹育成施業森林に係るもの（その特定広葉

樹育成施業森林を対象とする部分に限ります。）及び森林法第 16 条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第９条第

４項の規定による認定の取消しがあったものは含まれません。 

 

 ⑶ 届出等の手続 

   この制度の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期間内に贈与税の申告書に次に掲げる書類

を添付して提出しなければなりません。 

   なお、次に掲げる書類のほかに、「相続時精算課税選択届出書」及び一定の添付書類の提出も必要とな

ります。 

  （注）１ 「相続時精算課税選択届出書及び一定の添付書類は、その届出に係る贈与者から贈与を受けた財産について、その前年

以前の贈与税の申告において相続時精算課税の適用を受けている場合には、再度提出する必要はありません。 

     ２ 相続時精算課税選択届出書の提出手続等については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載されている

「贈与税の申告のしかた」を参照してください。 

  （注） 受贈者がこの届出書を提出する前に死亡している場合には、上記の表の１の届出書に受贈者及びその相続人の氏名等、受

贈者の死亡年月日などを記載するとともに、贈与税の申告書に、上記の表の書類のほか、戸籍の謄本又は抄本その他の書類

で受贈者の相続人に該当する旨を証する書類を添付して、受贈者の住所地の所轄税務署に提出する必要があります 

添 付 書 類 

１ 令和＿年分 特定受贈森林経営計画対象山林に係る届出書 

２ 
特定受贈森林経営計画対象山林について贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画

に係る森林経営計画書の写し 

３ ２の森林経営計画に係る認定書の写し及びその他参考となるべき事項を記載した書類 


